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令和７年度 河川ろ過装置保守点検委託業務 

仕 様 書 

 

 

第１条 適用 

 本仕様書は、国頭地区行政事務組合が発注する「河川ろ過装置保守点検委託業務」（以下

「本業務」という。）に適用する。 

 

第２条 業務名 

 令和７年度 河川ろ過装置保守点検委託業務 

 

第３条 履行場所 

国頭村字宇嘉１１７９－４１６（やんばる環境センター） 

 

第４条 履行期間 

 令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

 

第５条 点検設備機器 

三協式ろ過装置 DSW-0E035 1 ㎥/h 

 

第６条 契約条件の遵守 

 本業務を実施するに当たっては、本仕様書によるほか、関係諸法規その他必要な諸基準

を熟知し、これを遵守するものとする。 

 

第７条 必要事項の補充 

 本業務を実施するに当たっては、本仕様書に明記なき事項についても、業務の遂行上必

要が生じた場合は、監督職員と協議のうえ対処するものとする。 

 

第８条 疑義等 

 本仕様書に記載のない項目及び業務遂行に当たり疑義が生じた場合には、発注者（以下

「甲」という。）受注者（以下「乙」という。）の協議により定めるものとする。 

 

第９条 業務の内容 

 点検者に従事する作業員は、機械設備等の点検業務に十分な経験を有したものでなけれ

ばならない。 

(１)機器類点検項目は、ろ過装置動作確認、薬注ポンプ点検、ろ過ポンプ、逆洗ポンプ、 
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制御盤点検とする。 

(２)水質検査項目は一般細菌、大腸菌群、有機物｛全有機炭素(TOC)の量｝、PH 値、味、 

臭気、色度、濁度、塩化物イオン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜硝酸態窒素とする。 

(３)薬品タンクの点検を行い、薬品の補充を行う。薬品購入については、別途請求とする。 

(４)点検時に発見した不良個所については、修理内容を甲と協議のうえ処置することとす

る。 

(５)甲から要請があったときは、乙は直ちに技術員を派遣し、点検にあたらせること。 

(６)報告書を作成し点検終了後に、現地職員へ、点検内容の説明を行い、その後確認署名 

を受理する。 
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別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 仕様 数量 単位 摘要 

１ 

河川ろ過装置保守点検委託業務（月/1 回点検） 

ろ過装置動作確認、薬品補充、薬注ポンプ点検、ろ

過ポンプ、逆洗ポンプ、制御盤点検 

12 月  

２ 

水質検査 11 項目（1 検体） 

一般細菌、大腸菌群、有機物｛全有機炭素(TOC)

の量｝、PH 値、味、臭気、色度、濁度、塩化物イ

オン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜硝酸態窒素 

4 回/年 
採水箇所は、

台所とする。 


